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おかげさまで全道15店舗

＜１/5（木
）～

9（月
）まで＞

眠っている貴金属、
ギフト券はございませんか？

５０％アップ
高価買取新春フェア

プラチナプラチナプラチナプラチナプラチナプラチナプラチナプラチナプラチナ ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド

本年もどうぞよろしくお願い致します！

営業時間／10時～18時 定休日／火・水曜日

査定だけでも

お気軽に

お越しください金・プラチナ・地金 買取専門店
フクハラ店内

厚岸店プラチナプラチナ
港町4丁目166番地　　0153-52-0585

\

※金、
プラチ

ナに限
ります

金金金金金金金金

釧路本店　中標津店
北見桜町店　稚内店
帯広店　　栗山店
美唄店　　倶知安店
伊達店　　浦河店
網走店　　留萌店
深川店　　池田店

本
店
・
姉
妹
店

通常買取価格より

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
お
知
ら
せ

【
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て
】

　

医
療
と
介
護
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世

帯
の
自
己
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

　

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
『
病
気
に
か
か

っ
た
と
き
』と『
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た

と
き
』
の
1
年
分
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が

次
の
基
準
額（
限
度
額
）を
超
え
た
場
合
は
、

超
え
た
額
が『
高
額
介
護
合
算
療
養
費
』と
し

て
支
給
さ
れ
ま
す
。
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
ま
た
は
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず

れ
か
が
0
円
の
場
合
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
支
給
額
が
5
0
0
円
未
満
の
場

合
も
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）

　

自
己
負
担
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
負
担
割
合
3
割
・
現
役
並
み
所
得
者
区
分

＝
67
万
円

▽
負
担
割
合
1
割
・
一
般
区
分
＝
56
万
円

▽
負
担
割
合
1
割
・
住
民
税
非
課
税
世
帯
＝

31
万
円

▽
負
担
割
合
1
割
・
住
民
税
非
課
税
世
帯
、

か
つ
世
帯
全
員
の
所
得
が
0
円
、
ま
た
は
老

齢
福
祉
年
金
を
受
給
＝
19
万
円

　

な
お
、
手
続
き
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
医
療
費
通
知
の
送
付
に
つ
い
て
】

　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
健
康
や
医
療
に
対
す

る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
皆
さ
ん

の
医
療
費
を
半
年
ご
と
に
ま
と
め
、
通
知
を

希
望
す
る
人
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
（
こ
の

通
知
を
確
定
申
告
な
ど
の『
医
療
費
控
除
』の

領
収
書
の
代
わ
り
に
は
で
き
ま
せ
ん
）

　

次
回
の
発
行
は
3
月
（
平
成
23
年
7
月
か

ら
12
月
の
医
療
費
が
対
象
）
に
行
い
ま
す
。

　

す
で
に
発
行
を
希
望
し
て
い
る
人
に
は
、

継
続
し
て
発
行
し
ま
す
が
、
新
た
に
発
行
を

希
望
す
る
人
は
電
話
で
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合\

0
1
1^
2
9
0^

5
6
0
1
、

保
険
医
療
係\

内
線
118
～
120

休
日
公
証
相
談
の
開
催

　

釧
路
公
証
人
役
場
で
は
、
休
日
公
証
相
談

を
開
催
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
1
月

20
日n

ま
で
に
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ

い
。

●
日
時
／
1
月
22
日Z

10
時
か
ら
16
時

●
場
所
／
釧
路
公
証
人
役
場
（
釧
路
市
末
広

町
7
丁
目
2
番
地
、
金
森
ビ
ル
1
階
）

●
相
談
内
容
／
遺
言
、
相
続
、
任
意
後
見
、

尊
厳
死
宣
言
、
お
金
の
貸
し
借
り
、
賃
貸
借
、

離
婚
に
伴
う
養
育
費
、
慰
謝
料
、
財
産
分
与

な
ど

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
釧
路
公
証
人

役
場\

0
1
5
4^

25^

1
3
6
5

1
月　
日
は『
1
1
0
番
の
日
』

　

1
1
0
番（
緊
急
電
話
）は
釧
路
方
面
本
部

通
信
指
令
室
に
直
接
つ
な
が
り
、
即
時
に
厚

岸
警
察
署
や
付
近
を
パ
ト
ロ
ー
ル
中
の
警
察

車
両
に
連
絡
が
入
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

1
1
0
番
で
質
問
す
る
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
の
で
、
緊
急
時
に
は
、
落
ち
着

い
て
答
え
て
く
だ
さ
い
。

▽
何
が
あ
り
ま
し
た
か
？

　

事
件
・
事
故
、
当
事
者
・
目
的
者
等
。

▽
い
つ
の
こ
と
で
す
か
？

　

何
時
何
分
頃
、
通
報
す
る
何
分
前
等
。

▽
場
所
は
ど
こ
で
す
か
？

　

地
番
、
近
く
に
あ
る
建
物
、
目
印
等
。

▽
犯
人
の
特
徴
は
わ
か
り
ま
す
か
？

　

特
徴
、
車
の
ナ
ン
バ
ー
、
凶
器
の
有
無
等
。

▽
状
況
を
説
明
で
き
ま
す
か
？

　

被
害
・
負
傷
状
況
、
被
害
品
等
。

▽
通
報
者
（
あ
な
た
）
の
連
絡
先
は
？

　

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
等
。

　

正
し
い
1
1
0
番
が
犯
人
逮
捕
に
つ
な
が

り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
厚
岸
警
察
署
地
域
交
通
課

地
域
係\

52^

0
1
1
0

相
談

暮
ら
し10

制
度

information

お 知 ら せ
役場以外からの
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●4月から営業時間が変更になります／AM9:00～PM9:00

東
日
本
大
震
災
に
よ
り

被
害
を
受
け
ら
れ
た
人
へ

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な

ど
に
被
害
を
受
け
た
人
は
、『
雑
損
控
除
』

ま
た
は『
所
得
税
の
減
免
又
は
免
除
』を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
所
得
者
な
ど
の
有
す
る
棚

卸
資
産
や
事
業
用
資
産
な
ど
に
被
害
を
受

け
た
人
に
つ
い
て
は
、
損
失
額
を
必
要
経

費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
一
定
の
条
件
に
お
い
て
、
『
雑

損
控
除
』
が
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
、
ま

た
は
、
事
業
用
資
産
等
に
損
失
が
あ
り
純

損
失
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
5
年
間
繰
り

越
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
『
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け

た
場
合
の
税
金
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
』

を
ご
覧
に
な
る
か
、
釧
路
税
務
署
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
釧
路
税
務
署
／\

0
1
5
4^

31^

5

1
0
0
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そ
の
ほ
か
、
控
除
の
区
分
に
よ
り
次
の

書
類
な
ど
が
必
要
で
す
。

▼
医
療
費
控
除
／
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
わ
か

る
も
の

▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
／
住
民
票
、

家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
家
屋
の
敷
地

を
同
時
に
取
得
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

敷
地
の
登
記
事
項
証
明
書
も
必
要
）
、
請

負
契
約
書
の
写
し
、
住
宅
取
得
資
金
に
係

る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書

※
増
改
築
ま
た
は
中
古
住
宅
の
購
入
の
場

合
は
、
必
要
な
書
類
が
異
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

▼
寄
附
金
控
除
／
寄
附
を
し
た
団
体
等
か

ら
の
受
領
書
、
寄
附
を
し
た
団
体
等
が
寄

附
金
控
除
の
該
当
団
体
等
で
あ
る
こ
と
の

証
明
書
等
の
写
し
な
ど

※
寄
附
金
に
よ
り
必
要
な
書
類
が
異
な
り

ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
、
税
財
政
課
課
税
係
ま

で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
課
税
係
／\

内
線
135
～
141

　

町
で
は
、
平
成
23
年
分
所
得
税
の
還
付

申
告
を
1
月
25
日j

か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　

年
末
調
整
を
受
け
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で

も
医
療
費
控
除
な
ど
の
申
告
を
す
る
と
、

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
人
は

必
要
書
類
を
持
参
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　

●
受
付
時
間
／
9
時
か
ら
17
時

　

●
受
付
場
所
／
税
財
政
課
課
税
係

　

（
釧
路
税
務
署
で
は
1
月
4
日V

か

　

ら
還
付
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
）

　

な
お
、
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
2
月
16

日b

か
ら
3
月
15
日b

ま
で
の
受
け
付
け

で
す
が
、
こ
の
期
間
は
非
常
に
込
み
合
い

ま
す
の
で
、
還
付
申
告
は
早
め
に
済
ま
せ

ま
し
ょ
う
。

次
の
よ
う
な
場
合
に

所
得
税
が
還
付
さ
れ
ま
す

【
医
療
費
控
除
】

　

病
気
や
け
が
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費

か
ら
、
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金

額
（
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
の
支
給
金

や
生
命
保
険
契
約
の
入
院
給
付
金
な
ど
）

を
差
し
引
い
た
金
額
が
、
10
万
円
ま
た
は

所
得
金
額
の
5
㌫
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
少

な
い
額
を
超
え
て
支
払
っ
た
場
合

【
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
】

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
家
屋
の

新
築
・
購
入
（
そ
の
家
屋
の
敷
地
を
同
時

に
購
入
し
た
場
合
も
含
み
ま
す
）
、
ま
た

は
増
改
築
な
ど
を
し
て
平
成
23
年
1
月
1

日
か
ら
平
成
23
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に

居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
で
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合

【
退
職
者
】

　

年
の
途
中
で
退
職
し
た
り
、
2
カ
所
以

上
で
働
い
て
い
た
人
が
、
年
末
調
整
を
受

け
ず
、
源
泉
徴
収
税
額
が
納
め
過
ぎ
と
な

っ
て
い
る
場
合

【
寄
附
金
控
除
】

　

国
や
地
方
公
共
団
体
、
特
定
公
益
増
進

法
人
な
ど
に『
特
定
寄
附
金
』を
2
千
円
を

超
え
て
支
出
し
た
場
合

■
申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

　

印
鑑
、
源
泉
徴
収
票
、
生
命
保
険
・
国

民
年
金
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・
地

震
保
険
料（
旧
長
期
損
害
保
険
料
）の
控
除

証
明
書
、
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
任
意
継

続
社
会
保
険
料
・
介
護
保

険
料
の
領
収
書
、
還
付
金

振
込
先
の
金
融
機
関
・
支

店
・
口
座
番
号
（
本
人
名

義
）
が
わ
か
る
も
の

所
得
税
の
還
付
申
告
は
1
月
25
日
か
ら
・・・
申
告
は
お
早
め
に


